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1.　 組織の概要

1) 事業者名及び代表者名
本田建設株式会社
代表取締役　本田　悦弘

2) 所在地
〒 859-1415
⾧崎県島原市有明町大三東戊705番地

3) 環境管理責任者
本田　郁子

4) 連絡先
TEL:0957-68-0171
FAX:0957-68-2331
e-mail:hkmhst@piano.ocn.ne.jp

5) 会社概要
　●資本金　　　　20,000,000円
　●創業　　　　　　昭和33年9月1日
　●法人設立　　 昭和61年7月1日
　●事業内容　　 

  　 ・特定建設業　⾧崎県知事許可（特-3）第1885号
土木工事業，建築工事業，とび・土工工事業，ほ装工事業
(許可の有効期限　令和３年9月19日～令和8年9月18日)

　
  　 ・建築士事務所登録　本田建設一級建築設計事務所
  登録番号第（20）－10748号

　   　 ・宅地建物取引業者免許　⾧崎県知事（8）第2455号

  　 ・(社)⾧崎県建設業協会
  　 ・(社)⾧崎県建築士事務所協会
  　 ・(社)⾧崎県宅地建物取引業協会

6) 認証・登録の範囲 　当社は、全事業・全組織を登録範囲としています。

7) 事業規模 (年度は7月～翌年6月）

単位
2021年7月～
2022年6月

百万円 601
人 25
㎡ 130
㎡ 320
㎡ 1748敷地面積

₋2₋

　　●加入団体

項目

売上
従業員数

事務所床面積
資材倉庫床面積



2.　 環境経営方針

本田建設株式会社は、建設業の事業活動を行う上で、環境の保全を経営の重要課題の
一つとして認識し、事業活動の中で環境に与える影響を適確に把握すると共に、
地球環境及び地域環境に配慮した事業活動を行う企業を目指します。
この実現の為、以下の環境経営方針を定め、その方針に基づいて自主的・積極的に
環境の保全及び環境経営システムの継続的改善に努めます。

１　事業活動に伴う環境への負荷を削減する為に、以下の環境への取組を実施します。

　　1)　車両、重機、機械類のエコ運転に努め燃料使用量を削減して二酸化炭素排出量を
　　　　 削減する。

　　2)　水使用量、排水量を削減する。

　　3)　一般廃棄物の削減や、建設産業廃棄物の分別の徹底により最終処分量を削減する。

　　4)　事務用品のグリーン購入を推進する。

　　5)　当社の事業活動に関する環境配慮を推進します。

2　建設現場や地域社会における環境保全活動を実施し、地域の環境保全に貢献します。

3　当社の事業活動において関連する環境関連法規等を順守します。

4　環境経営方針は全ての従業員にあらゆる機会を通じて周知徹底を図ります。

5　環境経営レポートを作成し公表します。

制定日:2021年12月　1日
本田建設株式会社
代表取締役　本田　悦弘

≪基本理念≫

≪環境経営方針≫
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3.　環境経営目標 2021年度～2023年度

当社の環境経営目標は2020年度実績を基準値として策定しています。 (各年度は7月～翌年6月とします。)

kg-CO2 71,459 70,744 70,030 69,315

事務所 kWh 6,235 6,173 6,110 6,048

現場 kWh 25,818 25,560 25,302 25,043

事務所 L 1,339 1,326 1,312 1,299

現場 L 12,154 12,033 11,911 11,789

現場 L 8,461 8,376 8,291 8,207

事務所 L 220 217.8 215.6 213.4

現場 L 974 964.3 954.5 944.8

一般廃棄物 ㎏ 122.7 121.5 120.2 119.0

建設副産物
（再資源化率の向上）

％ 99.1 現状を維持する現状を維持する現状を維持する

参考（建設副産物
総排出量）

ｔ (854.5)

　事務所 ㎥ 130 128.7 127.4 126.1

品数/年 ５品目 ６品目 ７品目 ８品目

件

回

※　当社は化学物質の使用はありません。

※　購入電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力2020年度、調整後排出係数 0.479㎏-CO2/kWhを使用。

※ 一般廃棄物は段ボール等はすべてリサイクルしており、計上していません。

※ 自社からの産業廃棄物排出量は量が少なく殆どリサイクルしており、分別・削減活動に努めます。

2023年度
(▲3％削減)

項目 単位
目標

2022年度
(▲2％削減)

2021年度
(▲1％削減)

基準年度
（2020年度 ）

　　灯油使用量

₋４₋

1　全社二酸化炭素排出量の削減

　　電気使用量

　　ガソリン使用量

2廃棄物排出量の削減

3水使用量の削減

4グリーン購入の推進

5環境に配慮した工事の推進

6地域貢献活動の推進 本社及び現場周辺の清掃に取り組む

環境に配慮した工事に努める

　　軽油使用量

※ 建設現場の水使用時は、事務所からポリタンクで運び使用しており、量も少なく事務所に含めています。



4.環境経営計画

事務所及び建設現場の事業活動における環境への負荷を低減するために、
以下の活動に取り組みます。

担当者 責任者

1.使用していないパソコンの電源を切る 全従業員

2.未使用時の電気消灯 全従業員

3.エアコンの温度に留意する 全従業員

4.不在時は暖房をこまめに消す 全従業員

1.アイドリングストップの徹底 現場員

2.エアコンンの適切な使用 現場員

3.法定速度の厳守・エコドライブ運動の徹底 現場員

1.熱を逃がさず、日差しを利用し、室温を上げること 全従業員

２.効率の高い暖房機器を使うこと 全従業員

1.廃棄物の分別を徹底する 全従業員

2.コピー用紙　裏紙を利用する 全従業員

3.両面印刷を心がける 全従業員

1.廃棄物の削減・分別を徹底する 現場員

2.廃棄物の再資源化、再資源化先の開拓に努める。現場員

1.水をだしっぱなしにしない 全従業員

2.水道の蛇口を調節して必要以上に使わない。 全従業員

1.出来るだけグリーン商品を購入する 全従業員

1.低騒音型機械の採用、防音防塵シートの使用、
　　適切な散水による防塵対策)

現場員

2.低騒音型・排出ガス対策型の重機を使用する 現場員

3.残余資材のリユース、リサイクル化の徹底 現場員

4.建設副産物発生の削減、分別による再資源化 現場員

5.工事での事故、騒音・振動・塵埃による苦情削減 現場員

6.工事現場及び周辺の定期的な清掃を実施する。 現場員

1.事務所周辺の清掃活動 全従業員 総務課⾧

総務課⾧

灯油使用量の削減

工務部門⾧

₋５₋

環境経営計画の内容

ガソリン・軽油使用量
の削減

グリーン購入の推進

地域貢献活動の推進

建設副産物
（再資源化率の向上）

廃
棄
物
排
出
量
の

削
減

一般廃棄物の削減

水資源使用量の削減

環境に配慮した工事の推進

総務課⾧

電気使用量の削減
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減



5. 　実施体制

区分

1. 環境管理責任者の任命

2. 環境経営方針の策定

3. 経営資源の準備

4. 代表者による全体の評価と見直し

5. 環境経営レポートの承認

6. 環境経営目標及び環境経営計画の承認

1. EA21システムの確立、実施推進、維持管理

2. 環境への負荷及び取組みへの自己チェックの実施

3. 環境経営目標及び環境経営計画の策定

4. 環境経営レポート作成

5. EA21に関する実績把握と報告

1. EA21責任者の補佐業務

2. 環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況確認

3. 環境文書及び記録の作成、管理

4. その他EA21に関する業務

5. 教育、訓練計画の策定の実施

1. 環境経営方針の理解と環境への取り組みの実施

代表取締役

本田　悦弘

環境管理責任者

本田　郁子

₋６₋

環
境
管
理
責
任
者

代
表
者

部
門
⾧

全
従
業
員

総務・経理
部門⾧　内藤　貴文

工　務
部門⾧　　濵本　雅夫

役割・権限

当社は全事業・全組
織を登録範囲としてい

ます。



　6.　環境経営目標の実績・取組結果とその評価　(2022年4月～3月）
環境経営目標の実績及び評価は、以下のとおりでした。
※ 目標値＝2021年間目標×１/４＋2022年間目標×３/４とします。

基準年度

kg-CO2 71,459 70,208 83,701 84% ×

事務所 KWh 6,235 6,126 7,234 85% ×

現場 KWh 25,818 25,366 27,804 91% △

事務所 L 1,339 1,316 1,371 96% 〇

現場 L 12,154 11,941 13,957 86% ×

現場 L 8,461 8,313 11,126 75% ×

事務所 L 220 216.2 320 68% ×

現場 L 974 957.0 565 169% 〇

一般廃棄物 ㎏ 122.7 120.6 133.8 90% △

建設副産物
（再資源化率の向上）

％ 99 現状を維持する 100 ー 〇

　事務所 ㎥ 130 127.7 148 86% ×

品数 5 7 8 114% 〇

件 苦情なし 環境に配慮した工事に努める。 ○

回 ○

※　目標達成率:削減目標:（目標/実績）×100　、増加目標:（実績/目標）×100

※　評価判定は９5％以上は○　９０％～95％未満は△　　90％未満は×

※　当社は化学物質の使用はありません。

※　購入電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力2020年度、調整後排出係数 0.479㎏-CO2/kWhを使用。

※ 一般廃棄物は段ボール等はすべてリサイクルしており、計上していません。

※ 自社からの産業廃棄物排出量は量が少なく殆どリサイクルしており、分別・削減活動に努めます。

項目 単位

2022年4月～2023年3月

2020年度実績
目標

達成率
評価

₋７₋

※ 建設現場の水使用時は、事務所からポリタンクで運び使用しており、量も少なく事務所に含めています。

＊目標 実績

2廃棄物排出量の削減

3水使用量の削減

4グリーン購入の推進

5工事現場の環境配慮
(苦情件数)
6地域貢献活動の推進
(本社及び現場周辺清掃)

本社清掃周辺に努める

1二酸化炭素排出量の削減

　全社二酸化炭素排出量

　　電気使用量削減

　　ガソリン使用量削減

　　軽油使用量削減

　　灯油使用量削減



 7.　

(1) 二酸化炭素排出量の削減

・目標は未達となった。
・電気・ガソリン・軽油の使用量が増えている結果となった。
・節電・エコドライブに心がけ削減に取り組む。
・目標は未達となった。
・使用していない部屋の電気やパソコンの電源を消すように徹底していく。
・エアコンを適切な温度で使用する。

・事務所・倉庫の目標は達成できた。現場は未達成となった。
・エアコンを適切な温度で使用し、アイドリングストップやエコドライブを心がけ
　削減するという意識を持つ。
・目標は未達となった。
・引き続き削減を心がけていく

・事務所の目標は未達成となっているが、
　全体で計算すると133％となり削減できていると考える。
・不在時の暖房を消すことをこれからも意識し削減していく。

(2) 廃棄物排出量の削減

・目標は未達となった。
・事務所でのゴミの分別、コピー用紙の裏紙利用を引き続き徹底する。

・目標は達成できた。
・マニフェストの管理を徹底する。
・現場での廃棄物の分別も徹底する。
・建設現場における廃棄物の削減、分別の徹底を行い
　可能なかぎり再資源化している。また再生資材の活
　用にも留意している。

環境経営活動の取組結果に対する評価・次年度の取組ついて

₋８₋

取組対象 活動期間の評価(次年度の取組内容含む)

電気使用量の削減

軽油使用量の削減

取組対象 活動期間の評価(次年度の取組内容含む)

一般廃棄物排出量の削減

全社

ガソリン使用量の削減

灯油使用量の削減

建設副産物の
再資源化率の向上



(3) 水使用量の削減

・目標は未達となった。
・今後も水の出しすぎに注意し、節水を継続していく。

(4) グリーン購入の推進

・グリーン購入の推進は目標達成できた。
・今後も積極的にグリーン購入を推進していく。

(5) 地域に配慮した工事の推進

・全体として環境配慮に取組み、目標を達成できた。
・従来と同様、工場現場の苦情等は発生していない。
・工事着工前に関係者で、現場毎に建設騒音・振動の
　発生防止、安全対策、作業工程の工夫、環境影響の
　最小限化等協議し、工事中も日々確認している。

(6) 地域貢献活動の推進

・本社及び現場周辺の定期清掃は以前から実施している。
・今後も、全社で活動に取り組んでいく。

取組対象 活動期間の評価(次年度の取組内容含む)

水使用量の削減

活動期間の評価(次年度の取組内容含む)

₋９₋

活動期間の評価(次年度の取組内容含む)

活動期間の評価(次年度の取組内容含む)

取組対象

グリーン購入の推進

取組対象

取組対象

地域貢献活動の推進

工事現場の環境配慮



○廃棄物の処理及び清掃に関する法律

○騒音規制法

○振動規制法

○大気汚染防止法

○水質汚濁防止法

○建設業法

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

○オフロード法

○労働安全衛生法

○道路運送車両法

○改正フロン排出抑制法

○グリーン購入法

○⾧崎県環境基本条例

○消防法

○プラスチック資源循環促進法

2023年5月1日
環境管理責任者　本田　郁子

取り組み結果を確認し、未達となっている項目が多数見れた。
大型、遠隔地工事の割合が増加した事により、ガソリン・軽油の使用量が増え

二酸化炭素排出量も増える結果となっている。
現場次第になってしまう取り組みも有るが、今後も継続して排出量削減に取り組んでいく。
エコアクション21を取得し、節電やエコドライブに対する社員の意識も変化しつつあり

全社員が自然に実施できるようになれば、改善していくと期待している。

2023年5月1日
本田建設株式会社
代表取締役　本田　悦弘

②違反、訴訟等
   当社は環境活動取り組みの一環として定期的に環境関連法規の遵守状況を確認しており
環境関連法規への違反はありません。
　　また訴訟についても同様にありませんでした。
今後においても環境関係法規、条例等を理解した上で、法律の遵守に努めます。

₋１０₋

8.環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

①対象となる主な環境関連法令は次のとおりです。

9.代表者による全体の評価と見直し・指示


